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評　　価 評　　価

（総　　合） （総　　合）

項目ごとの評価 学校関係者評価委員会からの意見

令和　８　年度　　学校評価書　　　（計画段階・実施段階）

福岡県立福岡聴覚特別支援学校

自己評価 学校関係者評価

学　校　運　営　計　画　（４月）
　
　自己評価は

　　　　　A　：　適切である

　　　　　B　：　概ね適切である

　　　　　C　：　やや適切である

　　　　　D　：　不適切である

学校運営方針
「伝え合い、分かり合う」ことのできる環境の中で、聴覚に障がいのある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた、幼稚部から中学部までの系統的で一貫した適切な指導や支援を行い、「主体的に学び、
挑戦する子」「自分の思いや考えを表現できる子」「自分を大切にし、他者も思いやる子」を育成する。

昨年度の成果と課題 年　度　重　点　目　標 具　体　的　目　標

　令和７年度は教育課程を見直すと
ともに、成人聴覚障がい者との交流
などキャリア教育の充実を図った。
　本年度は、学校教育研究を通して
授業改善に取り組む。全教師が公
開授業を行い、また、職員研修の充
実を図ることにより、聴覚障がい教
育の専門性を高める。

Ⅰ　言語力・学力向上のための授業改善 ①授業改善につながる学校教育研究推進②重複学級教育課程の見直しと実態把握に基づいた授業づくり③ICT機器の効果的な活用など６項目

Ⅱ　自信と意欲を育む教育活動の推進 ①障がい認識を育む取組の推進・自立活動の系統的な指導②自己選択・自己決定の機会の設定③系統的なキャリア教育の推進など８項目

Ⅲ　安全・安心な学校生活の確立 ①危機管理マニュアルの周知徹底と見直し②いじめの未然防止と早期発見・早期対応の取組推進③人権学習週間の取組の充実など６項目

Ⅳ　家庭・地域と連携した活動の充実 ①HPやSNS、学校だより等による積極的な発信と情報共有②交流及び協働学習の見直しと充実③地域発信できる学校公開の実施など４項目

Ⅴ　センター的機能の発揮・聴覚障がい児・家族支援事業の充実 ①聴覚障がい教育に関する専門性を身に付けるための外部講師の積極的活用による職員研修充実②教育相談体制の整備など３項目

評価項目 具体的目標 具　体　的　方　策 評価（３月） 次年度の主な課題

・環境構成や教師の支援を工夫し、主体的に活動に参加することができる保育活動を設定する。（朝の活動毎日３０分全員参加）

幼児の障がいの状態や特性及び発達の程度等の理解に努
め、それらに応じた適切な指導を行い、基礎的な言語力を育
てる。

・幼児の実態把握や具体的な指導について検討するケース会議を計画的に実施する。（学年実施：年３回、学部実施：年３回）

・言語指導や自立活動等の指導内容について、ねらいや系統的な指導の在り方を検討する。（学期に１回以上の研修の実施）

学校生活全般において、児童一人一人の言語力や思考力を
伸ばし、実態に応じた指導の工夫改善に努めることで、学力
の向上を図る。

各
学
部

幼稚部

基本的な生活習慣の確立を図るとともに、遊びを通して幼児
の主体的な活動を促し、心身の調和的な発達を育む。

・基本的生活習慣について、各学年の幼児の実態に合わせた段階的、継続的な支援を行う。（段階目標達成１００％）

小学部

・自立活動における系統的な言語指導や教科学習での言語指導等を通して書記日本語の育成を目指した指導を行う。

・発問や教材、ＩＣＴの効果的な活用などについて教員間で情報交換や検討を行い、学部全体の指導力を高める。

児童一人一人に対する的確な実態把握や、それを基にした
効果的な指導ができるように、教員の専門性の向上を図る。

・外部専門家や特別支援教育コーディネーターの活用を積極的に行い、聴覚障がいや知的障がい、発達障がい等について理解を深める。

・児童一人一人に適切な指導を行うために、月１回のケース会議を実施し、教員同士の情報共有を積極的に行う。

・自己を客観視し、適切な解決法を見いだせるように、自他の考えの比較や協働的な学習の場を設けるなど、学習環境を整える。

生
徒
指
導
部

こども
育成課

係活動や委員会活動、学校行事を通して、幼児児童生徒の
交流を促進し、相互に認め合い、励まし合い、協力し合う態
度を高める。

・教員間の連携を図り、幼児児童生徒が自主的に活動に参加し、自信と意欲を育むことができるような活動内容や実施方法を検討し、実施する。

保健
安全課

中学部

学力や言語力の向上に向け、基礎・基本の定着や自ら学び
考え判断する力を育む。

・生徒が学習に興味をもち、考え判断できるように、指導内容の精選、適切な教材、発問の工夫等、指導法を検討する場を設ける。

・「ことばの学習」の内容を教科や様々な場面等で応用できるように、学習内容や生徒の実態を定期的に学部全体で共有する。

自立に向けて障がい認識を高め、社会性・人間性を身に付け
るとともに、生徒自身が自分で考え解決する力や周りに発信
する力を育む。

・卒業時点での目指す姿を明確にし、障がい認識を高めたり自分の障がいを周りに発信したりするための指導を行う。

・様々な取組において、幼稚部、小学部、中学部の共存を生かせるような活動内容や実施方法を検討し、実践する。

いじめ防止基本方針に則って、教員間の連携を図り、いじめ
の未然防止と早期発見・早期対応に努める。

・学校生活アンケートやいじめアンケートを実施し、当日内の情報共有を徹底して問題行動やいじめの未然防止や早期発見・早期対応を行う。

・毎月、いじめ問題対策委員会で幼児児童生徒について情報共有し、いじめ問題の対応について検討する。

日常の学校生活及び非常時における適切な危機管理と安全
教育の充実を図る。

・防災意識の向上のために、火災/地震避難訓練（年２回）や防災給食（年１回）を行う。

・危機管理マニュアル等や配慮が必要な幼児児童生徒について年度始めに職員研修を行い（年１回）、年間を通して周知を継続する（年２回以上）。

幼児児童生徒の健康教育の充実を図る。
・食に関する指導の年間計画を提案し、食育の充実や学部間交流によるコミュニケーション力向上のため、なかよし給食を実施する（年２回以上）。

・性に関する指導の年間計画を提案するとともに、系統的な指導実績を共有する。（各学部　年１回以上）

・司書教諭と連携し、本に接するための環境整備を推進するとともに、読書習慣の形成を目指して発達段階に応じた取組を設定する。

家庭や地域社会との連携及び協働を図るとともに、本校教育
活動の理解啓発に努める。

・学校公開デーや授業参観の内容を工夫し、本校教育活動への理解を図る。

家庭、地域との連携及び開かれた学校づくりを進める。

教
務
部

教務課

学力・言語力の向上を図るとともに、図書室環境を整備し、読
書活動の充実を図る。

・全国学力・学習状況調査や福岡県学力調査の結果を分析し、学校の課題を明らかにするとともに、学力向上研修等を実施し、授業改善に生かす。

広報・
庶務課

・個別の教育支援計画アンケートや学校診断アンケート等を通して、保護者の願いや要望を受け止め、保護者との連携を深める。

・学校だよりを年に４回発行し、幼児児童生徒が制作した新聞や作品などを掲載することで、家庭や地域に開かれた学校づくりを行う。

PTA、同窓会、後援会との円滑な連携と業務の支援を行う。
・理事会を年２回実施し、PTA役員との情報共有や連携を図ることで、参加しやすいPTA活動の実施に努める。また、同窓会や後援会の業務について整理し、支援を行う。

・各校務分掌と連携し、デジタルサイネージを使った効果的な情報発信を行う。

キャリア
教育課

幼児児童生徒の発達の段階や実態に応じたキャリア教育の
充実を図る。

・学校全体でキャリア教育の推進を図るために、毎月挨拶運動を実施する他に、各学部で挨拶の啓発活動を仕組む。

・キャリア教育の目標に照らし合わせた評価を行うために、児童・生徒の実態に合わせたキャリアパスポートを作成し、振り返りを実施する。

幼児児童生徒の将来を見据えた進路情報を提供し、進路選
択の幅を広げる。

情報
教育課

職員の効率的かつ適切なＩＣＴ機器活用と幼児児童生徒の学
力の向上のために、機器の整備等の援助をする。

・校務用パソコンやプリンター等の周辺機器、デジタル教科書や電子黒板を含む児童生徒用タブレット端末等の管理、更新等を徹底する。

・ＩＣＴ支援員と連携して、福岡県学校教育ＩＣＴ活用推進方針に基づいた職員研修の実施し、学力向上の一つの手立てとして活用できるようにする。

デジタルサイネージを使った情報発信の計画・管理を行う。
・子どもたちの意欲や思考力の向上や情報発信のために、各学部の行事や活動の様子等を文字や画像を用いたデジタルサイネージを配信する。

・幼児児童生徒が主体的に進路決定をする態度や意思、意欲などを培うことができるように、職場体験や社会見学を企画、実施する。

・ホームページやSNS（インスタグラム）で、学校教育活動について情報発信を行う。各学部や各分掌と連携し、個人情報の保護に十分配慮する。

研
修
・
支
援
部

研修課

教科等の授業において、視覚的な環境や言葉かけ・発問の
工夫を行い、幼児児童生徒に言葉で考える力を育む。

・各学部で幼児児童生徒の実態に応じた目標を設定し、指導内容や方法の検討を行い、全職員が略案を作成した上で公開授業を実践し、相互参観を行う。

支援課

・PTAが主催する保護者学習会や手話研修会の円滑な実施に向けて、各学部や各分掌と連携し、内容や時期が重ならないように支援する。

・職員の経験年数や実態、ニーズに合わせて、聴覚障がいや聞こえ、補聴器や人工内耳に関する研修を計画し月２回を目安に実施する。

・特別支援教育コーディネーターを中心とした校内での支援体制をつくり、実態把握や支援方法について協議する場を毎学期に１回以上設ける。

センター的機能の充実を図る。

・適切な進路選択に向けて保護者への情報提供や、成人聴覚障がい者との交流を２回実施する他に、各学部での学校見学、体験入学及び職員研修を計画的に実施する。

　・
　・
　・
　・
　・

・地域の小・中学校での出前授業や研修会、夏季休業中に地域の学校教育課や福祉課等へリーフレットの配付を行い、地域の理解啓発を図る。

・継続的に教育相談を実施し、夏季休業中に来談児交流会や、関係者連絡会を実施し、切れ目のない支援体制を構築する。

自己評価及び学校関係者評価を踏まえた今後の改善策
評価項目以外のものに関する意見

・若年教員の研究授業においても、各学部の研究内容や方法を反映させた授業作りを行う。授業参観チェックシートをFormsで作成し、活用する。

外部講師等を積極的に活用した職員研修や職員のニーズに
応じた様々な校内研修を実施し、専門性を身に付ける。

・教員相互で幅広い知見を身に付けることができるように、主任・主事や各課長と事前に連絡・相談を行い、職員研修の内容や方法を検討し、実施する。

・年度初めに職員の希望を把握した上で、聴覚障がい教育や重複障がい教育等の専門性向上のための専門研修を計画・立案し、実施する。

全教科・領域を通して、人権に対する知識や理解を深めると
ともに、人権を尊重しようとする豊かな心を養う。

・年1回指導案を作成し、人権学習を行う。人権学習週間の約１か月前に指導案を協議する場を設け、グループに分かれ意見交換や
情報共有を行う。

聴覚障がい教育の専門性の定着を図る。

７
特８


